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表紙

上記事項につきましては、法令および当社定款第15条第2項の規定に基づき、書面交付　
請求をいただいた株主さまに対して交付する書面には記載しておりません。

第 5 7 回 定 時 株 主 総 会 招 集 ご 通 知 に 際 し て の
交 付 書 面 に 記 載 し な い 事 項

（2025年4月1日から2026年3月31日まで）

事業報告
1. みずほリースグループ（企業集団）の現況

(1) 直前３事業年度の財産および損益の状況
(2) 企業集団の主要な事業内容、(3) 主要な営業所
(4) 使用人の状況
(5) 企業集団の主要な借入先の状況

2. 会社の現況
(1) 株式の状況、(2) 新株予約権等の状況
(3) 会計監査人の状況
(4) 業務の適正を確保するための体制

連結計算書類
連結貸借対照表、連結損益計算書
連結株主資本等変動計算書
連結注記表

計算書類
貸借対照表、損益計算書
株主資本等変動計算書
個別注記表

監査報告
連結計算書類に係る会計監査報告
計算書類に係る会計監査報告
監査役会の監査報告
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直前３事業年度の財産および損益の状況、企業集団の主要な事業内容、主要な営業所、使用人の状況、企業集団の主要な借入先の状況

事業報告（2025年4月1日から2026年3月31日まで）

1 みずほリースグループ（企業集団）の現況

区　分 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
（当連結会計年度）

売 上 高 529,700 656,127 695,423 921,592

経 常 利 益 40,110 50,897 66,219 64,969

親会社株主に帰属する当期純利益 28,398 35,220 42,038 47,609

1 株 当 た り 当 期 純 利 益 　　円　　銭 　　円　　銭 　　円　　銭 　　円　　銭
117 　35 145 　07 154　54 169　98

総 資 産 2,954,634 3,363,336 3,898,061 4,175,256

純 資 産 275,834 329,800 401,495 454,469

(１) 直前3事業年度の財産および損益の状況
(単位：百万円)

(注) 当社は2024年４月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、2022年度の期首に当
該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり当期純利益を算定しております。

事業セグメント 事業内容

リ ー ス ・ 割 賦 不動産、産業・工作機械、情報関連機器、輸送用機器、環境・エネルギー関連設
備等のリースおよび割賦販売業務

フ ァ イ ナ ン ス 不動産、船舶、航空機、環境・エネルギー分野等を対象とした金銭の貸付、出
資、ファクタリング業務等

そ の 他 中古物件売買、発電事業等

(２) 企業集団の主要な事業内容（2026年3月31日現在）

エムエル・エステート株式会社 本社（東京都港区）
第一リース株式会社 本社（東京都港区）
みずほ東芝リース株式会社 本社（東京都港区）
みずほオートリース株式会社 本社（東京都港区）
エムエル・パワー株式会社 本社（東京都港区）
ジャパン・インフラファンド投資法人 本社（東京都中央区）
瑞穂融資租賃（中国）有限公司 中国
Mizuho RA Leasing Pvt. Ltd. インド
Mizuho Capsave Finance Pvt. Ltd. インド
PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk インドネシア

(３) 主要な営業所（2026年3月31日現在）

① 当　社
本　社 東京都港区（注）
支店等 札幌支店、仙台支店、首都圏営業第二部（さいたま市）、富山支店、静岡支店、名古屋支店、

京都支店、大阪営業第一部、大阪営業第二部、広島支店、高松支店、福岡支店
（注）本社は、2026年２月16日に東京都港区虎ノ門一丁目２番６号から東京都港区虎ノ門二丁目２番３号に移転いたしました。

② 子会社

－ 1 －
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直前３事業年度の財産および損益の状況、企業集団の主要な事業内容、主要な営業所、使用人の状況、企業集団の主要な借入先の状況

みずほ丸紅リース株式会社 本社（東京都千代田区）
リコーリース株式会社 本社（東京都港区）
みずほキャピタル株式会社 本社（東京都千代田区）
ジャパン・インフラファンド・アドバイザーズ株式会社 本社（東京都中央区）
レンタルシステム株式会社 本社（東京都文京区）
日鉄興和不動産株式会社 本社（東京都港区）
ジェコス株式会社 本社（東京都文京区）
Krungthai Mizuho Leasing Co., Ltd. タイ
Vietnam International Leasing Co., Ltd. ベトナム
PLM Fleet, LLC 米国
Aircastle Limited 米国
Affordable Car Leasing Pty Ltd オーストラリア
Star Asia Group LLC 米国

③ 関連会社

使用人数 前連結会計年度末比増減

2,434名（100名） 152名増（5名増）

使用人数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

838名（65名） 19名増（4名増） 44.6歳 14年4ヵ月

(４) 使用人の状況（2026年3月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況

(注) 使用人数は就業員数であり、臨時使用人は（　）内に年間の平均人数を外数で記載しております。
臨時使用人には、パートタイマーおよび派遣社員を含んでおります。

② 当社の使用人の状況

(注) 使用人数は就業員数であり、臨時使用人は（　）内に年間の平均人数を外数で記載しております。
臨時使用人には、パートタイマーおよび派遣社員を含んでおります。

借　入　先 借　入　額

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 475,011百万円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 300,675

農 林 中 央 金 庫 113,393

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 107,253

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 101,214

(５) 企業集団の主要な借入先の状況（2026年3月31日現在）

－ 2 －
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株式の状況、新株予約権等の状況

2 会社の現況

① 発行可能株式総数 700,000,000株
② 発行済株式（自己株式を除く）の総数 282,658,710株
③ 株主数 91,663名

株　主　名 持　株　数 持株比率
株 ％

株 式 会 社 み ず ほ フ ィ ナ ン シ ャ ル グ ル ー プ 65,278,500 23.09
丸 紅 株 式 会 社 56,533,300 20.00

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ） 20,396,500 7.22

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （ 信 託 口 ） 8,626,800 3.05

リ コ ー リ ー ス 株 式 会 社 7,500,000 2.65

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 3,764,332 1.33
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行
（三井住友信託銀行再信託分・株式会社東芝退職給付信託口） 3,000,000 1.06

第 一 生 命 保 険 株 式 会 社 2,925,000 1.03

Ｄ Ｏ Ｗ Ａ ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 2,800,000 0.99

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 ( 信 託 E 口 ) 2,471,900 0.87

株　式　数 交付対象者数

取締役（社外取締役を除く） 75,900株 8名

社 外 取 締 役 6,900株 7名

監 査 役 － －

(１) 株式の状況（2026年3月31日現在）

④ 大株主（上位10名）

(注) 持株比率は、自己株式（7,590株）を控除して計算しております。
なお、自己株式には、「株式給付信託（BBT-RS）」による取得分2,471,900株は含めておりません。

⑤ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員（役員であった者を含む）に交付した株式の状況

(２) 新株予約権等の状況
　該当事項はありません。

－ 3 －
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会計監査人の状況、業務の適正を確保するための体制

支　払　額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 92百万円

当社および当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益
の合計額 156百万円

(３) 会計監査人の状況
① 会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

② 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

(注) 1. 会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額については実質的に区分できず、また、当社と会計監
査人との監査契約でも区分をしていないことから、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの総額を記載しております。

2. 当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画に基づ
く会計監査人の監査実施状況を検証したうえで、当事業年度の監査計画がリスク認識に対応した適切な監査項目であり、実
施する監査手続が効果的かつ効率的なものであって、監査品質を確保するために必要であると合理的に判断できることか
ら、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第１項の同意を行っております。

3. 当社は会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）であるコンフォートレター作成業
務についての対価を支払っております。

4. 当社の重要な子会社のうち、ジャパン・インフラファンド投資法人、瑞穂融資租賃（中国）有限公司、Mizuho RA Leasing 
Pvt. Ltd.、Mizuho Capsave Finance Pvt. Ltd.及びPT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbkは、当社の会計監査人以外
の監査法人の監査を受けております。

③ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人が適切に職務執行することに支障があると認められる場合には、株主総会
に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役会
は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。

(４) 業務の適正を確保するための体制
　取締役会で決議した「業務の適正を確保するための体制」および「当該体制の運用状況」の概要は以下
の通りであります。
　なお、2025年4月24日開催の取締役会において決議した当社の「業務の適正を確保するための体制」
の運用状況について検証を実施し、体制・運用に問題がないことを確認したうえで、2026年4月23日開
催の取締役会において「業務の適正を確保するための体制」を決議しております。

「業務の適正を確保するための体制」の決議内容の概要

１ リスク管理体制
損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　経営に重大な影響を及ぼす虞のある様々なリスクを適切に把握および評価し、損失の発生を予防す
る等の対応により、許容範囲内にリスクを制御することにより、損失の極小化と効率性の向上を図る
体制を整備する。
　全社的な視点から適切な牽制機能が発揮されるよう、リスク管理グループ長が、損失の危険の管理
に関する規程その他の体制に係る全体統括を行う。
　管理すべきリスクについて「リスク管理基本方針」を制定し、定量リスク（フィナンシャルリス
ク）と定性リスク（オペレーショナルリスク）とに区分する。
　さらに、定量リスクは、信用リスク、市場リスク、アセットリスク、エクイティリスクに区分し、
定性リスクは、事務リスク、ＩＴシステム等に係るリスク、人的・災害等に係るリスク、コンプライ
アンスリスク等に区分し、これらを政策委員会において状況把握および対応を行う。
当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社グループ全体として適切にリスク管理を行うためリスク管理グループ長の下、グループ会社の
リスク管理体制強化の観点から、状況を把握し対応を行う。

－ 4 －
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会計監査人の状況、業務の適正を確保するための体制

２ コンプライアンス体制
取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
　コンプライアンスの徹底を経営の基本原則と位置付け、法令・諸規則を遵守し、社会的規範にもと
ることのない誠実且つ公正な企業活動を実践するため、「コンプライアンス基本方針」に基づき、各
種規程類の整備を行う。
　コンプライアンスに関する全体統括を行う法務・コンプライアンスグループ長の下、法務コンプラ
イアンス部が、コンプライアンス全般に係る企画立案および推進を行うと共に、コンプライアンス遵
守状況を把握・管理する。
当社の子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため
の体制
　「グループ会社経営管理規程」および「コンプライアンス基本方針」等に基づきグループ会社の役
職員の職務執行に係わるコンプライアンス体制を整備する。

３ 情報管理体制
取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
　役職員の職務の執行に係る文書および重要な情報の保存および管理について「情報管理基本方針」
を定め、法務・コンプライアンスグループ長は、情報および情報資産につき保存年限に応じ適切に保
存しかつ管理する体制を整備する。
　情報セキュリティ全般に係る事項につき、リスク情報を「リスク管理委員会」に集約し、リスク状
況を俯瞰した対応を行う。

４ 取締役の職務執行の効率性確保体制
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　取締役の職務の効率的な執行のため、取締役会は、監督機能と戦略的議論を行うことを主たる役割
とし、執行については、執行役員制度を採用し、各々の業務執行において決裁者を定め、責任の明確
化を図る。
　決裁者の判断支援と相互牽制を確保するため、経営会議や各政策委員会を設置し、その運営によ
り、迅速かつ適切な意思決定を可能とする体制を整備する。

５ グループ会社経営管理体制
当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　当社は、当社グループの経営方針・経営戦略を策定し、これを各グループ会社と適切に共有し、各
グループ会社は「グループ会社経営管理規程」に基づき、重要事項について事前承認申請、定期的な
経営状況報告を行うことにより、適切に経営管理を行う体制とする。
　当社は、「グループ会社経営管理規程」に基づき、各グループ会社の自律的な内部統制の状況を把
握し、必要に応じ、各グループ会社に対し適切な指導を行う。

６ 監査役監査の実効性確保体制
　監査役監査の実効性を確保するため、以下の体制を整備する。

①　監査役（会）直属の組織として、監査役室を設置し、監査役の職務を補助するに適切な人材
（以下「補助使用人等」）を配置し、その人事に関する事項につき、監査役の意見を尊重する
等、補助使用人等の執行部門からの独立性を確保する。

－ 5 －
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会計監査人の状況、業務の適正を確保するための体制

②　当社およびグループ会社の役職員は、不正行為、法令違反等、当社グループに著しい損害を及
ぼす虞のある事実を発見した時、および、監査役が求める事項につき、監査役に報告・説明す
る。
当社およびグループ会社の役職員および退職者を通報者とする監査役へのホットラインを設置
する。

③　監査役の指示に従った補助使用人等、監査役へのホットラインの通報者、監査役への報告者お
よび面談者等に対し、これらを行ったことを理由として不利な取扱いを行わない。

④　監査役の職務の執行に関して生ずる費用は、監査役からの請求等に基づき当社が負担する。
⑤　監査役は、必要と認める社内会議に出席し、当社およびグループ会社の役職員は、監査役から

面談の求めがあった場合、これに応じる。
⑥　当社業務監査部は、監査役への定期的な報告および意見聴取を行う。
⑦　上記におけるグループ会社の役職員に関する事項につき、グループ会社に対してその適用を指

示する。

「業務の適正を確保するための体制」の運用状況の概要

１ リスク管理体制
損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　事業活動にかかわるリスクを的確に把握・分析・制御し、経営への影響を低減していくため、リス
ク管理グループ長が全社的な視点でリスクマネジメントを一元的に統括・推進するとともに、各リス
ク所管部門を通じてリスク事象に対して迅速かつ機動的に対応する体制を整備しております。
業務に伴って発生するリスクを、定量的管理を行うフィナンシャルリスクと、定性的管理を行うオペ
レーショナルリスクに分け、各々のリスク管理体制を定め、また「PM・ALM委員会」および「リス
ク管理委員会」を開催し、リスクに関するコミュニケーションの充実を図るとともに、リスク管理の
状況を取締役会に報告しております。

①　信用リスクについては、統計的手法による定量計測、取引先信用格付（四半期毎）、資産査定
（半期毎）等を実施しております。
大口与信先や、経済環境の変化の影響を強く受ける与信先については、損失発生の可能性を早
期に検知し、対応の検討を行い、損失の極小化に努めております。

②　市場リスクについては、金利・株価等の変動がポートフォリオ全体に及ぼす影響を定量化し、
モニタリングしております。

③　アセットリスク・エクイティリスクについては、いずれも価格変動やキャッシュフローの変化
による投資の劣化を定量化し、モニタリングしております。
また、各分類のリスク・リターンに応じ、リスク資本を配賦し、リスク・リターンのモニタリ
ングを行うことによって資本の有効活用とともに、リスク・リターンの向上を図っておりま
す。

④　事務リスクについては「事務品質管理規程」等により事務品質の正確性・迅速性の維持に努め
ております。

⑤　ITシステム等に係るリスクについては「ITシステム・事務委員会」において、ITシステム投資
に係る状況を把握し必要な対応策の協議等を行っております。
また、「サイバーセキュリティリスク管理の基本方針」「情報管理基本方針」「情報管理規
程」に基づき、情報セキュリティーレベルを高めつつ、事務の高度化・効率化等に対応するシ
ステム整備を行うとともに、近年のサイバーリスクに対応するため、サイバーセキュリティ対
策の整備・強化を推進しております。

⑥　人的・災害等に係るリスクについては、緊急事態発生時に備え、当社およびグループ会社の役
職員を対象とした安否確認メール訓練や、緊急対策本部の訓練を行っております。

⑦　コンプライアンスリスクについては「コンプライアンス基本方針」等に基づき、整備を行って
おります。
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会計監査人の状況、業務の適正を確保するための体制

⑧　その他のリスクについては、「リスク管理基本方針」等の定めに基づき、適切に状況を把握し
対応を行っております。

当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　リスク管理グループ長の下、「フィナンシャルリスク管理規程」および「オペレーショナルリスク
管理規程」に基づき、グループ会社のリスク管理の状況を把握し対応を行っております。
　具体的には、主要な子会社については、当社と同様に定量的なリスクの量を計測するとともに、オ
ペレーショナルリスク事象については、即時かつ一元的に幅広く収集し、適切な顧客対応、原因分
析、再発防止策の策定等を行っております。また、主要な関連会社については、リスク管理の体制お
よびその状況について、定期的または随時に報告を受け、必要に応じ指導等を行っております。

２ コンプライアンス体制
取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
　「コンプライアンス基本方針」に基づき、規程類を整備し、法務・コンプライアンスグループ長の
下、法務コンプライアンス部が、コンプライアンス全般に係る企画立案および推進を行うとともに、
コンプライアンス遵守状況を適切に把握・管理しております。
　①　「みずほリースグループの企業行動規範」および「反社会的勢力関係に関する規程」等に基づ

き、反社会的勢力との取引排除に向けて対応を行うとともに、「マネー・ローンダリング等防
止に関する規程」等に基づき、マネー・ローンダリング等防止に向けた対応を行っておりま
す。

②　コンプライアンスを徹底するための具体的な実践計画として「コンプライアンス・プログラ
ム」を策定し、各種教育・研修およびコンプライアンスの遵守状況のチェックを行い、実施結
果を経営会議・取締役会に報告しております。

　　　③　各部店におけるコンプライアンスに関する自律的統制活動に加え、法務コンプライアンス部が
その遵守状況のチェック・モニタリング、助言・改善提言等を行っております。また、社長直
轄の業務監査部が、内部監査の実施を通じて、コンプライアンス体制の有効性を独立した立場
から検証・評価しております。

④　職場における不正行為等の早期発見のため社員が安心して相談・報告できるよう、社内外に通
報窓口を設置するとともに「内部通報規程」に基づき、報告者本人に対し、いかなる不利益な
取り扱いも行っておりません。

⑤　財務報告の信頼性を確保するため、決算・財務報告プロセスにつき、内部統制統括室が財務諸
表および財務諸表の信頼性に重要な影響を及ぼす開示事項等の評価を実施しております。

当社の子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため
の体制

①　当社グループ会社は、共通の経営理念と「みずほリースグループの企業行動規範」の下「コン
プライアンス基本方針」等に基づき、当社と同様のコンプライアンス体制を整備し運用してお
ります。

　 ②　各社におけるコンプライアンスに関する自律的統制活動に加え、法務コンプライアンス部がそ   
の遵守状況のチェック・モニタリング、助言・改善提言等を行っております。また、当社業務
監査部が、各社の監査を通じて、コンプライアンス体制の有効性を検証・評価しております。

３ 情報管理体制
取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
　役職員の職務の執行に関し、株主総会議事録および取締役会議事録等を適切に保存・管理し、必要
に応じて閲覧可能な状態を維持しております。
　情報および情報資産の管理については、統括責任者および管理責任者を選定し、ルールの徹底等を
行っております。
　情報漏えいリスクについては、「リスク管理委員会」において、各種施策の推進状況、リスク管理
状況等の報告、審議・調整等を行っております。
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　グループ会社においても、リスク事象発生に関する報告を行う等、適切なリスク管理報告、法令等
制度への対応を行っております。

４ 取締役の職務執行の効率性確保体制
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　監督（取締役会）と執行（経営会議等）の役割を明確化するとともに、執行役員制度の下、経営会
議や各政策委員会を設置し、迅速かつ適切な組織的意思決定を可能とする体制を整備し、運営してお
ります。

５ グループ会社経営管理体制
当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
　「グループ会社経営管理規程」に基づき、当社に対する事前承認申請を、これに準じる事項につい
ては報告を受ける管理体制により、グループ会社の機能ごとの指導・支援・管理を行う当社各機能部
と連携し、経営所管部である経営企画部が適切な統括管理を実施しております。なお、海外グループ
会社の管理実務については国際業務管理部に委任しております。
　主要な国内グループ会社において「業務の適正を確保する体制（内部統制システム）整備」を策定
し、これを有効かつ適切に運用しております。
　当社業務監査部は、主要なグループ会社の内部監査を実施しているほか、当社監査役の求めに応
じ、当社および主要なグループ会社の監査役との連絡会等において必要な情報の提供等を行っており
ます。
当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
　「グループ会社経営管理規程」に基づき、各グループ会社の重要事項については事前承認申請を、
これに準じる事項については報告を受けております。
当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　当社経営会議等において、定期的に各グループ会社から経営状況について報告を受けるとともに、
当社より各社に対し適切な指導を行っております。

６ 監査役監査の実効性確保体制
①　監査役室に、監査役の職務を補助する補助使用人等を配置し、補助使用人等の人事に関する事項

については、監査役からの意見を尊重することとしております。
②　監査役が出席する当社取締役会その他重要な会議等において、当社およびグループ会社の業務の

執行状況および結果について報告するとともに、重要な決裁文書や報告資料等を監査役へ回付し
ております。

③　当社およびグループ会社の役職員は、必要に応じ監査役への報告を行うとともに、監査役から説
明等を求められた事項については、全て対応しております。

④　当社およびグループ会社の内部通報窓口の一つとして、監査役へのホットラインを設置しており
ます。

⑤　当社およびグループ会社の役職員が監査役に報告等を行ったことを理由として不利な取扱いを受
けることはなく、当社およびグループ会社において「内部通報規程」を整備し、通報者等の保護
を図っております。

⑥　監査役の職務の執行に関する費用等については、監査役の請求等に従い当社が負担しておりま
す。

⑦　当社の取締役、業務監査部、会計監査人、主要グループ会社社長およびグループ会社監査役は、
定期的または随時に監査役との面談等を実施しております。
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連結貸借対照表

資 産 の 部 負 債 の 部
科　　　　目 金　　　額 科　　　　目 金　　　額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形 及 び 売 掛 金

割 賦 債 権

リース債権及びリース投資資産

営 業 貸 付 金

その他の営業貸付債権

営 業 投 資 有 価 証 券

賃 貸 料 等 未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

賃 貸 資 産

賃 貸 資 産

賃 貸 資 産 前 渡 金

そ の 他 の 営 業 資 産

そ の 他 の 営 業 資 産

社 用 資 産

無 形 固 定 資 産

賃 貸 資 産

賃 貸 資 産

その他の無形固定資産

の れ ん

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

破 産 更 生 債 権 等

退 職 給 付 に 係 る 資 産

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金　

2,602,449

88,935

9,532

115,892

1,008,235

611,510

193,594

477,775

5,039

95,551

△3,618

1,572,807

1,001,144

839,102

836,801

2,300

153,835

153,835

8,206

31,963

7,855

7,855

24,107

10,080

6,778

7,249

539,698

495,255

16,360

2,767

6,695

20,910

△2,291　

流 動 負 債 1,986,526
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 35,927
短 期 借 入 金 766,978
一年内償還予定の社債 82,791
一年内返済予定の長期借入金 381,750
コマーシャル・ペーパー 549,256
債権流動化に伴う支払債務 54,805
リ ー ス 債 務 20,707
未 払 法 人 税 等 6,805
割 賦 未 実 現 利 益 5,625
賞 与 引 当 金 2,712
役 員 賞 与 引 当 金 308
役 員 株 式 給 付 引 当 金 455
債 務 保 証 損 失 引 当 金 4
本 社 移 転 損 失 引 当 金 557
そ の 他 77,838

固 定 負 債 1,734,260
社 債 413,240
長 期 借 入 金 1,188,306
債権流動化に伴う長期支払債務 36,929
退 職 給 付 に 係 る 負 債 2,328
受 取 保 証 金 48,678
そ の 他 44,777
負 債 合 計 3,720,786

純 資 産 の 部
株 主 資 本 363,434
資 本 金 46,925
資 本 剰 余 金 42,811
利 益 剰 余 金 275,547
自 己 株 式 △1,849

その他の包括利益累計額 64,643
その他有価証券評価差額金 22,829
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △1,803
土 地 再 評 価 差 額 金 △10
為 替 換 算 調 整 勘 定 41,652
退職給付に係る調整累計額 1,975
非 支 配 株 主 持 分 26,391
純 資 産 合 計 454,469

資 産 合 計 4,175,256 負 債・純資産合計 4,175,256

連結貸借対照表（2026年3月31日現在）
(単位：百万円)

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書

科　　　　　目 金　　　　　額

売 上 高 921,592

売 上 原 価 832,733

売 上 総 利 益 88,859

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 44,185

営 業 利 益 44,674

営 業 外 収 益

受 取 利 息 186

受 取 配 当 金 776

持 分 法 に よ る 投 資 利 益 22,464

そ の 他 4,606 28,033

営 業 外 費 用

支 払 利 息 6,980

そ の 他 758 7,739

経 常 利 益 64,969

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 4,292 4,292

特 別 損 失

投 資 有 価 証 券 評 価 損 1,246

固 定 資 産 除 却 損 28

本 社 移 転 費 用 1,190 2,466

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 66,796

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 18,607

法 人 税 等 調 整 額 △681 17,926

当 期 純 利 益 48,869

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,260

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 47,609

連結損益計算書（自 2025年4月1日　至 2026年3月31日）
(単位：百万円)

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

（自　2025年 4 月 1 日
至　2026年 3 月31日） (単位：百万円)

株　　　主　　　資　　　本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

2 0 2 5 年 4 月 1 日 残 高 46,925 42,524 239,594 △2,060 326,983

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － － △14,698 － △14,698

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 － － 47,609 － 47,609

自 己 株 式 の 取 得 － － － △0 △0

自 己 株 式 の 処 分 － － － 211 211

持分法適用会社に対する持分変動等 － 287 3,041 － 3,328

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 連 結
会 計 年 度 中 の 変 動 額 （ 純 額 ） － － － － －

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 － 287 35,952 211 36,451

2 0 2 6 年 3 月 3 1 日 残 高 46,925 42,811 275,547 △1,849 363,434

そ　の　他　の　包　括　利　益　累　計　額

その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の
包括利益

累計額合計

2 0 2 5 年 4 月 1 日 残 高 19,181 △3,534 △10 39,151 1,104 55,893

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － － － － － －

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 － － － － － －

自 己 株 式 の 取 得 － － － － － －

自 己 株 式 の 処 分 － － － － － －

持分法適用会社に対する持分変動等 － － － － － －

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 連 結
会 計 年 度 中 の 変 動 額 （ 純 額 ） 3,647 1,730 － 2,500 870 8,749

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 3,647 1,730 － 2,500 870 8,749

2 0 2 6 年 3 月 3 1 日 残 高 22,829 △1,803 △10 41,652 1,975 64,643

非支配株主持分 純資産合計

2 0 2 5 年 4 月 1 日 残 高 18,618 401,495

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － △14,698

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 － 47,609

自 己 株 式 の 取 得 － △0

自 己 株 式 の 処 分 － 211

持分法適用会社に対する持分変動等 － 3,328

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 連 結
会 計 年 度 中 の 変 動 額 （ 純 額 ） 7,772 16,522

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 7,772 52,973

2 0 2 6 年 3 月 3 1 日 残 高 26,391 454,469

 連結株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

(単位：百万円)

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表
１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項
①　連結子会社の数 51社

主要な連結子会社の名称
エムエル・エステート株式会社
第一リース株式会社
みずほ東芝リース株式会社
みずほオートリース株式会社
エムエル・パワー株式会社
ジャパン・インフラファンド投資法人
瑞穂融資租賃（中国）有限公司
Mizuho RA Leasing Pvt. Ltd.
Mizuho Capsave Finance Pvt. Ltd.
PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
ジャパン・インフラファンド投資法人ほか２社については取得したことにより、エムエル・ITADソリュ

ーション株式会社ほか３社については新たに設立したことにより、当連結会計年度において連結の範囲に含
めております。

また、Purple Sunbird Leasing Limitedについては売却したことにより、Aircraft MSN 2472 LLCほか
１社については清算したことにより、当連結会計年度において連結の範囲から除外しております。

②　主要な非連結子会社の名称等
カイキアスリーシング有限会社
Apus Line Shipping S.A.

(連結の範囲から除いた理由)
非連結子会社のうち、カイキアスリーシング有限会社ほか141社は、主として匿名組合契約方式による賃

貸事業を行っている営業者であり、その資産および損益は実質的に当該子会社に帰属しないため、連結の範
囲から除外しております。

非連結子会社のうち、Apus Line Shipping S.A.ほか56社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産
額・売上高・当期純損益（持分に見合う額）および利益剰余金（持分に見合う額）等はいずれも連結計算書
類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。

③　開示対象特別目的会社
開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社を利用した取引の概要および開示対象特別目的会社

との取引金額等については、「８．開示対象特別目的会社に関する注記」に記載しております。
(2) 持分法の適用に関する事項

①　持分法を適用した関連会社の数　15社
主要な持分法適用関連会社の名称

みずほ丸紅リース株式会社
リコーリース株式会社
みずほキャピタル株式会社
ジャパン・インフラファンド・アドバイザーズ株式会社
レンタルシステム株式会社
日鉄興和不動産株式会社
ジェコス株式会社
Krungthai Mizuho Leasing Co., Ltd.
Vietnam International Leasing Co., Ltd.
PLM Fleet, LLC
Aircastle Limited
Affordable Car Leasing Pty Ltd
Star Asia Group LLC
ジャパン・インフラファンド・アドバイザーズ株式会社ほか２社については取得したことにより、当連結

会計年度において持分法適用の範囲に含めております。
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②　持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社のうち主要な会社の名称等
カイキアスリーシング有限会社（非連結子会社）
Apus Line Shipping S.A.（非連結子会社）
Endeavour Maritime Partners S.A.（関連会社）

(持分法を適用しない理由)
持分法を適用しない非連結子会社および関連会社のうち、カイキアスリーシング有限会社ほか142社は、

主として匿名組合契約方式による賃貸事業を行っている営業者であり、その資産および損益は実質的に当該
子会社に帰属しないため、持分法の適用範囲から除外しております。

持分法を適用しない非連結子会社のうち、Apus Line Shipping S.A.ほか56社および関連会社の
Endeavour Maritime Partners S.A.ほか７社は、当期純損益（持分に見合う額）および利益剰余金（持分
に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に重要な影響を与えないため、持分法の
適用範囲から除外しております。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社は、瑞穂融資租賃（中国）有限公司ほか36社あります。

これらの連結子会社については、それぞれの決算日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な
取引については、連結上必要な調整を行っております。

(4) 会計方針に関する事項
①　重要な資産の評価基準及び評価方法

　有価証券
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用して
おります。
市場価格のない株式等
　移動平均法による原価法を採用しております。

　デリバティブ
　時価法を採用しております。

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法
　賃貸資産
　主として賃貸期間を償却年数とし、賃貸期間終了時の処分見積価額を残存価額とする定額法を採用してお
ります。
　その他の営業資産
　定額法を採用しております。
　社用資産
　当社および国内連結子会社は、主として定率法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおり
であります。

建　　物　　　　　２～65年
器具備品　　　　　２～20年

　その他の無形固定資産
　当社および連結子会社は、定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内
における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

③　繰延資産の処理方法
　社債発行費は、支出時に全額費用として処理しております。

④　重要な引当金の計上基準
(ｲ)　貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権および破
産更生債権等については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

破産更生債権等については、債権額から回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額とし
て債権額から直接減額しております。

なお、直接減額した金額は6,716百万円であります。
(ﾛ)　賞与引当金

当社および一部の国内連結子会社は、従業員の賞与の支給に備えるため、当連結会計年度に負担すべき支
給見込額を計上しております。
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(ﾊ)　役員賞与引当金
当社および一部の国内連結子会社は、役員等に対して支給する賞与の支払いに備えるため、当連結会計年

度における支給見込額を計上しております。
(ﾆ)　債務保証損失引当金

当社および一部の国内連結子会社は、債務保証等に係る損失に備えるため、被保証者の財政状態等を勘案
し、損失見込額を計上しております。

(ﾎ)　役員株式給付引当金
役員等の株式の給付に備えるため、当連結会計年度末における株式等の給付債務見込額を計上しておりま

す。
(ﾍ)　本社移転損失引当金

　本社移転に係る損失に備えるため、当連結会計年度末における損失見込額を計上しております。
⑤　重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお
ります。

なお、在外連結子会社等の資産、負債、収益、費用は、各社の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、
換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定および非支配株主持分に含めております。

⑥　重要なヘッジ会計の方法
　ヘッジ会計の方法
　繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例
処理を採用しております。
　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ、金利通貨スワップ、借入金、社債
ヘッジ対象…借入金、社債、営業貸付金、有価証券

　ヘッジ方針
資産および負債から発生する金利リスクおよび為替変動リスクをヘッジし、安定した収益を確保するため

に、取締役会で定められた社内管理規程等に基づき、デリバティブ取引を行っております。
　ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジの開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動およびキャ
ッシュ・フロー変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎として判断しております。

⑦　のれんの償却方法及び償却期間
のれんについては投資効果の発現する期間や投資の回収期間等を見積り、当該期間において均等償却してお

ります。また、金額に重要性が乏しい場合には発生年度に一括償却しております。
なお、持分法の適用にあたり、発生した投資差額（のれん相当額）についても、上記と同様の方法を採用し

ております。
⑧　その他連結計算書類作成のための重要な事項

　ファイナンス・リース取引に係る売上高および売上原価の計上基準
リース料を収受すべき時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。

　オペレーティング・リース取引に係る売上高および売上原価の計上基準
リース契約期間に基づくリース契約上の収受すべき月当たりのリース料を基準として、その経過期間に対

応するリース料を計上しております。
なお、賃貸資産を売却した場合は、当該売却額を売上高、帳簿価額を売上原価に計上しております。

　営業貸付債権の計上方法
営業目的の金融収益を得るために実行する貸付金、ファクタリング等を計上しております。
なお、当該金融収益は「売上高」に計上しております。

　営業投資有価証券の計上方法
営業目的の金融収益を得るために所有する有価証券を計上しております。
なお、当該金融収益は「売上高」に計上しております。

　退職給付に係る会計処理の方法
⒜　退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につ
いては、給付算定式基準によっております。
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⒝　数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）

による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、発生期の従業員の平均残存勤務期間（10～17年）による定額法によ

り按分した額を発生期の翌連結会計年度から費用処理しております。

２．会計上の見積りに関する注記
貸倒引当金の計上

①　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
貸倒引当金（流動・固定）   5,910百万円

②　会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
　金額の算出に用いた主要な仮定
　当社グループの貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、債権の区分ごとに必要と認めた額
を計上しております。
　債権の区分の決定には、債務者の業況の将来見込等に関する仮定を含んでおります。
　金額の算出方法
　当社グループの貸倒引当金の計上基準は、「１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関す
る注記等　(4) 会計方針に関する事項　④　重要な引当金の計上基準」に記載しており、回収不能見込額
は、一般債権については今後１年間の予想損失額を見込んで計上しており、この予想損失額は１年間の貸倒
実績を基礎とした貸倒実績率の過去３算定期間の平均値に基づき予想損失率を求め算出しております。
　また、貸倒懸念債権および破産更生債権等については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上
しております。
　翌期の連結計算書類に与える影響
　上記「 　金額の算出に用いた主要な仮定」における与信先の債権の区分の決定に用いた仮定は不確実で
あり、特定の業界における経営環境の変化等が生じた場合には、損失額が増減する可能性があります。

３．追加情報
株式給付信託制度
　当社は、取締役および取締役を兼務しない執行役員（以下「取締役等」という）の報酬と当社の業績および株式
価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆
さまと共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績
連動型株式報酬制度（以下、「本制度」という）を導入しております。
(1) 本制度の概要

　本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託（以下、本制度に基づき設定される信託を「本信
託」という）を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式および
当社株式を時価で換算した金額相当の金銭が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度であります。な
お、取締役等が当社株式の給付を受ける時期は、原則として毎年一定の時期とし、取締役等が当社株式を時価で
換算した金額相当の金銭の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時といたします。取締役等が在任中
に当社株式の給付を受ける場合、取締役等は、当社株式の給付に先立ち、当社との間で譲渡制限契約を締結する
ことといたします。

(2) 信託に残存する自社の株式
　信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く）により純資産の部に自己株式と
して計上しております。当連結会計年度末の当該自己株式の帳簿価額は1,844百万円、株式数は2,471,900株で
あります。
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賃貸資産の減価償却累計額 93,969百万円
その他の営業資産の減価償却累計額 42,599百万円
社用資産の減価償却累計額 3,935百万円

リース債権及びリース投資資産 32,838百万円
営 業 貸 付 金 26,607百万円
そ の 他 の 営 業 貸 付 債 権 1,500百万円
営 業 投 資 有 価 証 券 13,962百万円
賃 貸 資 産 10,828百万円
そ の 他 の 営 業 資 産 53,395百万円
投 資 有 価 証 券 14百万円

合　　　　　計 139,147百万円

短 期 借 入 金 15,878百万円
一年内返済予定の長期借入金 17,708百万円
債 権 流 動 化 に 伴 う 支 払 債 務 2,969百万円
長 期 借 入 金 57,333百万円
債権流動化に伴う長期支払債務 9,754百万円
長 期 未 払 金 9,642百万円

合　　　　　計 113,285百万円

営 業 活 動 に 係 る 保 証 債 務 23,043百万円
そ の 他 の 保 証 債 務 8,217百万円

合　　　　　計 31,260百万円

株式の種類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 282,666,300株 － － 282,666,300株

決　　議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配　当　額

基　準　日 効力発生日

2025年６月25日
定 時 株 主 総 会 普通株式 7,631百万円 27円 2025年３月31日 2025年６月26日

2025年11月６日
取 締 役 会 普通株式 7,066百万円 25円 2025年９月30日 2025年12月４日

合　　計 14,698百万円

４．連結貸借対照表等に関する注記
(1) 有形固定資産の減価償却累計額

(2) 担保に供している資産

(3) 担保提供資産に対応する債務

(4) 債権流動化に伴う支払債務および債権流動化に伴う長期支払債務
　債権流動化に伴う支払債務および債権流動化に伴う長期支払債務は、リース債権流動化等による資金調達額で
あります。
　なお、これに伴い譲渡したリース債権等の残高は116,430百万円であります。

(5) 保証債務

５．連結株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 発行済株式の総数に関する事項

(2) 剰余金の配当に関する事項
①　配当金支払額等
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・ 配 当 金 の 総 額 7,349百万円
・１株当たり配当額 26円
・ 基 　 　 準 　 　 日 2026年３月31日
・ 効  力  発  生  日 2026年６月24日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
　2026年６月23日開催の第57回定時株主総会において次のとおり付議いたします。

　なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

６．金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
　当社グループは、リース、割賦、貸付等の総合金融サービス事業を展開しております。資金調達につきまし
ては、財務安定性の観点から調達方法の多様化を図り、金融機関からの間接調達のほか、コマーシャル・ペー
パーや社債の発行、リース債権の流動化による直接調達を行っております。また、当社グループでは、資産負
債の統合管理（ＡＬＭ）を行っており、借入金利等の金利変動リスクを回避しつつ、安定した収益を確保する
目的等でデリバティブ取引を利用しております。

②　金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
　当社グループが保有する金融資産であるリース債権及びリース投資資産、割賦債権、営業貸付金、その他の
営業貸付債権は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、案件受付等の入口段階で取
引先ごとの信用格付付与に加えて案件審査を通じて的確かつ厳正な与信判断を行い、期中管理として自己査定
規程に則した資産査定による適正な償却・引当を実施しております。また、ポートフォリオ全体の信用リスク
についても定期的に計量を行い、そのリスク量を一定の範囲に抑えるべくリスク全体をコントロールする管理
体制をとっております。
　営業投資有価証券、投資有価証券は、主として株式、債券、優先出資証券および組合出資金であり、発行体
の信用リスクのほか、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、当該リスクに関してもそのリスクを計量
しモニタリングを行う体制をとっております。
　借入金、コマーシャル・ペーパーおよび社債等は、金融市場の環境変化により機動的な資金調達を行うこと
ができなくなる流動性リスクに晒されているほか、変動金利借入については金利の変動リスクに晒されており
ます。これらの資金調達に関するリスクについては、ＡＬＭ分析に基づき管理し、リスクをコントロールしな
がら安定した収益の確保に努める態勢をとっております。
　デリバティブ取引は、主としてＡＬＭの一環として行っている金利スワップ取引であります。当社グループ
では、金利スワップ取引をヘッジ手段として、ヘッジ対象である借入金等にかかわる金利の変動リスクに対し
てヘッジ会計を適用し、金利リスクの低減ならびに金融収支改善のため、対象債務の範囲内でヘッジを行って
おります。デリバティブ取引の執行・管理については、社内管理規程に従って行っており、また、デリバティ
ブ取引の利用にあたっては、カウンターパーティーリスクを軽減するために、信用度の高い大手金融機関との
み取引を行っております。

－ 17 －



2026/05/22 16:36:41 / 25323738_みずほリース株式会社_招集通知

連結注記表

(単位：百万円)
連結貸借対照表
計 上 額 時　　　価 差　　　額

(1) 割賦債権（＊1）（＊2） 108,795 106,850 △1,945
(2) リース債権及びリース投資資産（＊2）（＊3）（＊4） 958,534 994,925 36,390

(3) 営業貸付金（＊2） 610,557 646,574 36,016

(4) その他の営業貸付債権（＊2） 193,441 193,652 210

(5) 営業投資有価証券、投資有価証券（＊2）
その他有価証券 155,337 155,337 －

(6) 破産更生債権等（＊5） 14,077 14,077 －

資産計 2,040,745 2,111,416 70,671
(1) 支払手形及び買掛金 35,927 35,796 △131
(2) 短期借入金 766,978 767,277 298

(3) コマーシャル・ペーパー 549,256 549,241 △14

(4) リース債務 20,707 20,669 △38

(5) 社債（＊6） 496,032 480,374 △15,657

(6) 長期借入金（＊7） 1,570,056 1,545,775 △24,281

(7) 債権流動化に伴う長期支払債務（＊8） 91,734 90,425 △1,308

負債計 3,530,694 3,489,561 △41,133
デリバティブ取引（＊9）
　①　ヘッジ会計が適用されていないもの (1,142) (1,142) －

　②　ヘッジ会計が適用されているもの 3,648 3,648 －

デリバティブ取引計 2,505 2,505 －

(2) 金融商品の時価等に関する事項
　2026年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりでありま
す。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません（（注）１を参照ください）。現金及び預金に
ついては、主に短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
　また、経過利息が発生する取引については、時価より連結決算日までの既経過利息を控除しております。

(＊1) 割賦債権については、割賦未実現利益を控除しております。
(＊2) 割賦債権、リース債権及びリース投資資産、営業貸付金、その他の営業貸付債権および営業投資有価証

券については、これらに対応する一般貸倒引当金を控除しております。
(＊3) リース投資資産については、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る見積残存価額を控除してお

ります。
(＊4) リース債権及びリース投資資産については、約定期日到来により受領した未経過リース期間に対応する

リース料を控除しております。
(＊5) 破産更生債権等に対応する個別貸倒引当金を控除しております。
(＊6) 一年内償還予定の社債を含めて表示しております。
(＊7) 一年内返済予定の長期借入金を含めて表示しております。
(＊8) 債権流動化に伴う支払債務を含めて表示しております。
(＊9) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項

目については、（　）で示しております。
（注）１．市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額386,945百万円）については、金融商品の時価情報の

「資産（5）その他有価証券」には含めておりません。
２．連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時価については、時価の注記を行っ

ておりません。なお、当該取扱いを適用した組合等への出資の連結貸借対照表計上額は368,273百万
円であります。
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(単位：百万円)

区　分 時　価
レベル1 レベル2 レベル3 合　計

営業投資有価証券、投資有価証券
　その他有価証券
　　債券 － 40,687 46,569 87,257
　　株式 18,786 1,532 2,548 22,867
　　その他 － 43,563 1,650 45,213

資産計 18,786 85,783 50,767 155,337
デリバティブ取引
　通貨関連 － 2,412 － 2,412
　金利関連 － 6,039 － 6,039
　金利通貨関連 － (5,946) － (5,946)

デリバティブ取引計 － 2,505 － 2,505

(単位：百万円)

区　分 時　価
レベル1 レベル2 レベル3 合　計

割賦債権 － － 106,850 106,850
リース債権及びリース投資資産 － － 994,925 994,925
営業貸付金 － － 646,574 646,574
その他の営業貸付債権 － － 193,652 193,652
破産更生債権等 － － 14,077 14,077

資産計 － － 1,956,079 1,956,079
支払手形及び買掛金 － 35,796 － 35,796
短期借入金 － 767,277 － 767,277
コマーシャル・ペーパー － 549,241 － 549,241
リース債務 － 20,669 － 20,669
社債 － 480,374 － 480,374
長期借入金 － 1,545,775 － 1,545,775
債権流動化に伴う長期支払債務 － 90,425 － 90,425

負債計 － 3,489,561 － 3,489,561

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性および重要性に応じて、以下の3つのレベル
に分類しております。
レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算

定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプ

ットを用いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属
するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
①　時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

当連結会計年度（2026年３月31日）

②　時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当連結会計年度（2026年3月31日）

(注) 時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明
資　産

営業投資有価証券、投資有価証券
　営業投資有価証券および投資有価証券については、取引所の価格または取引金融機関または情報ベンダーか
ら提示された価格などの公表された相場価格のうち、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるもの
はレベル１の時価に分類しており、これには主として上場株式を含んでおります。
　公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル２の時価に分類しており、これ
には主として社債を含んでおります。また、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約ま
たは買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がないため、基準価額を時
価としレベル２の時価に分類しております。
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　相場価格が入手できない場合には、与信管理上の信用リスク区分ごとに将来キャッシュ・フローを銀行間取
引金利等の適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いて算定した現在価値によっております。
算定にあたり重要な観察できないインプットである信用スプレッドを用いているためレベル３の時価に分類し
ております。

割賦債権
　割賦債権については、与信管理上の信用リスク区分ごとに、その将来キャッシュ・フローを銀行間取引金利
等の適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いて算定した現在価値を時価としております。
　割賦債権の時価算定において、観察できないインプットである信用スプレッドによる影響額が重要であるた
め、レベル３の時価に分類しております。

リース債権及びリース投資資産
　リース債権及びリース投資資産については、与信管理上の信用リスク区分ごとに、主として受取リース料か
ら維持管理費用を控除した将来キャッシュ・フローを銀行間取引金利等の適切な指標に信用スプレッドを上乗
せした利率で割り引いて算定した現在価値を時価としております。
　リース債権及びリース投資資産の時価算定において、観察できないインプットである信用スプレッドによる
影響額が重要であるため、レベル３の時価に分類しております。

営業貸付金、その他の営業貸付債権
　営業貸付金およびその他の営業貸付債権については、与信管理上の信用リスク区分ごとに、その将来キャッ
シュ・フローを銀行間取引金利等の適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いて算定した現在
価値を時価としております。
　いずれの時価算定についても観察できないインプットである信用スプレッドによる影響額が重要であるた
め、レベル３の時価に分類しております。

破産更生債権等
　破産更生債権等については、担保および保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているた
め、時価は連結決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価
額をもって時価としております。
　観察できないインプットである貸倒見積高等による影響額が重要であるため、レベル３の時価に分類してお
ります。

デリバティブ取引
　デリバティブ取引については、主として店頭取引であり、取引金融機関等から提示された価格に基づき算定
をしております。
　観察可能なインプットを使用しているため当該時価はレベル２の時価に分類しております。

負　債
支払手形及び買掛金

　支払手形及び短期の買掛金については、短期間で決済されるため時価は帳簿価額と近似していることから、
当該帳簿価額によっております。
　また、長期の買掛金については、その将来キャッシュ・フローを銀行間取引金利等の適切な指標に調達スプ
レッドを上乗せして割り引いて算定した現在価値を時価としております。
　支払手形及び買掛金の時価算定において、観察できないインプットである調達スプレッドによる影響額は僅󠄁
少であるため、レベル２の時価に分類しております。

短期借入金、コマーシャル・ペーパー
　短期借入金およびコマーシャル・ペーパーについては、その元利の合計額を銀行間取引金利等の適切な指標
に調達スプレッドを上乗せして割り引いた現在価値により算定しております。
　いずれの時価についても観察できないインプットである調達スプレッドによる影響額は僅󠄁少であるため、レ
ベル２の時価に分類しております。

リース債務
　リース債務については、主としてその将来キャッシュ・フローを銀行間取引金利等の適切な指標に調達スプ
レッドを上乗せして割り引いて算定した現在価値を時価としております。
　リース債務の時価算定において、観察できないインプットである調達スプレッドによる影響額は僅󠄁少である
ため、レベル２の時価に分類しております。

社債（一年内償還予定を含む）
　社債については、主として公表された相場価格を時価としております。
　観察可能なインプットである公表された相場価格を用いておりますが、市場が活発であると認められないこ
とから、レベル２の時価に分類しております。
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(単位：百万円)
連結貸借対照表計上額 時　価

715,173 780,757

(単位：百万円)

主な取引の金額又は
当連結会計年度末残高

主　　　　な　　　　損　　　　益

項　　　　　目 金　　　　　額

譲渡資産（注）1

　リース債権及びリース投資資産 11,591
譲渡益 －

　その他の営業貸付債権 3,003

譲渡資産に係る残存部分（注）2 827 分配益 484

事務受託業務（注）3 － 事務受託手数料 0

長期借入金（一年内返済予定を含む）、債権流動化に伴う長期支払債務（一年内支払予定を含む）
　長期借入金および債権流動化に伴う長期支払債務については、元利の合計額を銀行間取引金利等の適切な指
標に調達スプレッドを上乗せして割り引いて算定した現在価値を時価としております。
　いずれの時価についても観察できないインプットである調達スプレッドによる影響額が僅󠄁少であるため、レ
ベル２の時価に分類しております。

７．賃貸等不動産に関する注記
(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

　一部の国内連結子会社では、東京都その他の地域において、賃貸商業施設等（土地を含む）を所有しておりま
す。

(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

(注) １．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
２．時価は、主として不動産鑑定士による不動産鑑定評価に基づく金額であります。

８．開示対象特別目的会社に関する注記
(1) 開示対象特別目的会社の概要および開示対象特別目的会社を利用した取引の概要

　当社では、資金調達先の多様化を図り、安定的に資金調達することを目的として、リース料債権等の流動化を
実施しております。当該流動化にあたり、特別目的会社を利用しておりますが、これらには特例有限会社や合同
会社があります。
　当該流動化において、当社は、前述したリース料債権等を特別目的会社に譲渡し、譲渡した資産を裏付けとし
て特別目的会社が借入などによって調達した資金を、売却代金として受領しております。
　さらに、当社は、特別目的会社に対し回収サービス業務を行い、また、一部については譲渡資産の残存部分を
留保しております。この残存部分については、2026年３月末現在、適切に評価を行い会計処理に反映しており
ます。
　流動化の結果、2026年３月末において、取引残高のある特別目的会社は８社あり、当該特別目的会社の直近
の決算日における資産総額（単純合算）は220,012百万円、負債総額（単純合算）は219,992百万円でありま
す。
　なお、当該特別目的会社においては当社の従業員が役員を兼務しており、そのうちの過半については当社が議
決権のある株式等を保有しております。

(2) 開示対象特別目的会社との取引金額等
　当連結会計年度における当社と特別目的会社との取引金額は次のとおりであります。

(注) １．譲渡資産に係る取引の金額は、譲渡時点の帳簿価額によって記載しております。なお、リース料債権等の流動化
について、金銭債権消滅の認識要件を満たしていないものについては金融取引として処理しているため、当該取
引における取引金額等の記載を省略しております。

２．譲渡資産に係る残存部分の取引の金額は、当連結会計年度における資産の譲渡によって生じたもので、譲渡時点
の帳簿価額によって記載しております。
2026年３月末現在、譲渡資産に係る残存部分の残高は7,516百万円であります。また、当該残存部分に係る分配
益は売上高に計上しております。

３．事務受託手数料は、回収サービス業務に係る手数料を含んでおり、営業外収益に計上しております。
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連結注記表

９．１株当たり情報に関する注記
(1) １株当たり純資産額 1,527円83銭
(2) １株当たり当期純利益 169円98銭
(注) 当社の業績連動型株式報酬制度において株式給付信託として株式会社日本カストディ銀行が保有する当社株式

は、１株当たり純資産額の算定上、自己株式として連結会計年度末発行済株式総数から控除しております。な
お、控除した当該自己株式の当連結会計年度末株式数は2,471,900株であります。
また、１株当たり当期純利益の算定上、自己株式として期中平均株式数から控除しております。なお、控除し
た当該自己株式の期中平均株式数は当連結会計年度末において2,561,253株であります。

10.その他の注記
取得による企業結合

(1)　ピー・シー・エス株式会社の取得
①　企業結合の概要

(ｲ)　被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称　　　ピー・シー・エス株式会社（以下、ＰＣＳという。）
事業の内容　　　　　　フォークリフト賃貸、中古買取・販売、修理

(ﾛ)　企業結合を行った主な理由
当社は、お客さまの課題解決を実現するため、コア事業との親和性が高いアセットに着目し、その中でも

モビリティ＆レンタル分野を重点領域としておりますが、ＰＣＳのフォークリフトに関する深い知見とレン
タルオペレーション及びメンテナンス技術やノウハウは、持分法適用関連会社であるレンタルシステム株式
会社との協業と併せて、当社が目指すレンタルプラットフォームにおけるシナジーの創出により、お客さま
に提供するサービスの価値向上につながるものと期待し、本取得を行ったものであります。
(ﾊ)　企業結合日

2025年12月19日
(ﾆ)　企業結合の法的形式

現金を対価とする株式取得
(ﾎ)　結合後企業の名称

変更はありません。
(ﾍ)　取得した議決権比率

企業結合直前に保有していた議決権比率　　　　－%
企業結合日に取得した議決権比率　　　　　　100%
取得後の議決権比率　　　　　　　　　　　　100%

(ﾄ)　取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価として取得したためであります。

②　連結計算書類に含まれている被取得企業の業績の期間
2026年１月１日から2026年３月31日まで

③　被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価（現金）　　　5,400百万円
取得原価　　　　　　　　5,400百万円

④　主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー費用等　　　55百万円

⑤　発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
(ｲ)　発生したのれんの金額

6,358百万円
(ﾛ)　発生原因

取得原価が企業結合時の時価純資産額を上回ったため、その超過額をのれんとして計上しております。
(ﾊ)　償却方法及び償却期間

20年間にわたる均等償却
⑥　企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産　　　2,186百万円
固定資産　　　2,793百万円
資産合計　　　4,979百万円
流動負債　　　3,803百万円
固定負債　　　2,134百万円
負債合計　　　5,938百万円
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連結注記表

(2)　ジャパン・インフラファンド投資法人の取得
①　企業結合の概要

(ｲ)　被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称　　　ジャパン・インフラファンド投資法人
事業の内容　　　　　　再生可能エネルギー発電設備への投資

(ﾛ)　企業結合を行った主な理由
当社の「中期経営計画2025」で掲げる再生可能エネルギー発電設備容量を1GW確保する目標に寄与する

ものであり、さらに、当社グループの顧客基盤とＰＰＡ・ＥＰＣ業者とのパートナーシップの活用、また今
後予定しているリパワリング等及び再生可能エネルギー発電設備の集約により、安定的な売電ビジネスモデ
ルの構築と発電から蓄電設備の保有に至る周辺ビジネスの拡大を目指すため、本取得を行ったものでありま
す。
(ﾊ)　企業結合日

2026年１月29日
(ﾆ)　企業結合の法的形式

現金を対価とする投資口取得
(ﾎ)　結合後企業の名称

変更はありません。
(ﾍ)　取得した議決権比率

企業結合直前に保有していた議決権比率　　　　－%
企業結合日に取得した議決権比率　　　　　66.92%
取得後の議決権比率　　　　　　　　　　　66.92%

(ﾄ)　取得企業を決定するに至った主な根拠
当社の連結子会社であるＭＭパワー合同会社が現金を対価として取得したためであります。

②　連結計算書類に含まれている被取得企業の業績の期間
2025年12月１日から2026年２月28日まで

③　被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価（現金）　　　19,693百万円
取得原価　　　　　　　　19,693百万円

④　主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー費用等　　　603百万円

⑤　発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
(ｲ)　発生したのれんの金額

58百万円
(ﾛ)　発生原因

取得原価が企業結合時の時価純資産額を上回ったため、その超過額をのれんとして計上しております。
(ﾊ)　償却方法及び償却期間

当連結会計年度において一括償却しております。
⑥　企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産　　　  6,654百万円
固定資産　　　58,303百万円
資産合計　　　64,957百万円
流動負債　　　  3,884百万円
固定負債　　　31,731百万円
負債合計　　　35,616百万円

11．金額の表示単位
記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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貸借対照表

資 産 の 部 負 債 の 部
科　　　　目 金　　　額 科　　　　目 金　　　額

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
割 賦 債 権
リ ー ス 債 権
リ ー ス 投 資 資 産
営 業 貸 付 金
そ の 他 の 営 業 貸 付 債 権
営 業 投 資 有 価 証 券
賃 貸 料 等 未 収 入 金
前 渡 金
前 払 費 用
未 収 収 益
関 係 会 社 短 期 貸 付 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
賃 貸 資 産
賃 貸 資 産

社 用 資 産
建 物 及 び 構 築 物
器 具 備 品
土 地
リ ー ス 賃 借 資 産

無 形 固 定 資 産
賃 貸 資 産
賃 貸 資 産

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
リ ー ス 賃 借 資 産
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
その他の関係会社有価証券
関 係 会 社 出 資 金
関 係 会 社 長 期 貸 付 金
破 産 更 生 債 権 等
長 期 前 払 費 用
前 払 年 金 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

2,298,031
45,606
85,446
158,707
432,319
603,168
123,964
318,586
1,587
1,560
1,282
3,403

490,466
33,639
△1,709

1,021,211
48,241
41,026
41,026
7,214
5,011
828
1,322
53

12,972
48
48

12,923
5,686
11

7,226
959,997
19,864
224,470
65,241
2,737

620,153
13,628
523
32

2,413
11,665
△734　

流 動 負 債 1,661,891
支 払 手 形 839
買 掛 金 24,623
短 期 借 入 金 672,730
一 年 内 償 還 予 定 の 社 債 80,036
一年内返済予定の長期借入金 330,889
コマーシャル・ペーパー 444,500
債権流動化に伴う支払債務 54,514
リ ー ス 債 務 15,841
未 払 金 6,483
未 払 費 用 3,788
未 払 法 人 税 等 2,771
賃 貸 料 等 前 受 金 9,623
前 受 金 96
預 り 金 1,385
前 受 収 益 76
割 賦 未 実 現 利 益 189
賞 与 引 当 金 1,129
役 員 賞 与 引 当 金 274
役 員 株 式 給 付 引 当 金 455
債 務 保 証 損 失 引 当 金 4
本 社 移 転 損 失 引 当 金 557
そ の 他 11,078

固 定 負 債 1,439,317
社 債 407,000
長 期 借 入 金 986,460
債権流動化に伴う長期支払債務 36,472
リ ー ス 債 務 24
受 取 保 証 金 8,403
そ の 他 956
負 債 合 計 3,101,209

純 資 産 の 部
株 主 資 本 207,247
資 本 金 46,925
資 本 剰 余 金 45,137
資 本 準 備 金 44,845
そ の 他 資 本 剰 余 金 291

利 益 剰 余 金 117,034
そ の 他 利 益 剰 余 金 117,034
別 途 積 立 金 72,000
繰 越 利 益 剰 余 金 45,034

自 己 株 式 △1,849
評 価 ・ 換 算 差 額 等 10,786
その他有価証券評価差額金 17,540
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △6,754
純 資 産 合 計 218,033

資 産 合 計 3,319,243 負 債 ・ 純 資 産 合 計 3,319,243

貸借対照表（2026年3月31日現在）
(単位：百万円)

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

科　　　　　目 金　　　　　額

売 上 高

リ ー ス 売 上 高 234,529

割 賦 売 上 高 4,676

フ ァ イ ナ ン ス 収 益 27,346

そ の 他 の 売 上 高 9,944 276,496

売 上 原 価

リ ー ス 原 価 215,243

割 賦 原 価 2,881

資 金 原 価 24,220

そ の 他 の 売 上 原 価 848 243,193

売 上 総 利 益 33,302

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 27,657

営 業 利 益 5,644

営 業 外 収 益

受 取 利 息 10,484

受 取 配 当 金 17,378

業 務 受 託 手 数 料 461

そ の 他 2,012 30,337

営 業 外 費 用

支 払 利 息 9,155

そ の 他 315 9,471

経 常 利 益 26,510

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 3,294

関 係 会 社 株 式 売 却 益 809 4,104

特 別 損 失

投 資 有 価 証 券 評 価 損 1,218

関 係 会 社 株 式 評 価 損 1,777

本 社 移 転 費 用 1,161 4,157

税 引 前 当 期 純 利 益 26,457

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 7,414

法 人 税 等 調 整 額 △1,010 6,403

当 期 純 利 益 20,054

損益計算書（自 2025年4月1日　至 2026年3月31日）
(単位：百万円)

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（自　2025年 4 月 1 日
至　2026年 3 月31日） (単位：百万円)

株　　　主　　　資　　　本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計資本

準備金
その他
資本

剰余金

資本
剰余金
合計

その他利益剰余金 利益
剰余金
合計別途

積立金
繰越利益
剰余金

2025年4月1日残高 46,925 44,845 291 45,137 72,000 39,677 111,677 △2,060 201,679

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 － － － － － △14,698 △14,698 － △14,698

当 期 純 利 益 － － － － － 20,054 20,054 － 20,054

自 己 株 式 の 取 得 － － － － － － － △0 △0

自 己 株 式 の 処 分 － － － － － － － 211 211

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） － － － － － － － － －

事業年度中の変動額合計 － － － － － 5,356 5,356 211 5,567

2026年3月31日残高 46,925 44,845 291 45,137 72,000 45,034 117,034 △1,849 207,247

評価・換算差額等
純資産
合計その他

有価証券
評価差額金

繰延
ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

2025年4月1日残高 15,757 △6,735 9,022 210,701

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 － － － △14,698

当 期 純 利 益 － － － 20,054

自 己 株 式 の 取 得 － － － △0

自 己 株 式 の 処 分 － － － 211

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 1,783 △18 1,764 1,764

事業年度中の変動額合計 1,783 △18 1,764 7,331

2026年3月31日残高 17,540 △6,754 10,786 218,033

 株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
①　子会社株式及び関連会社株式
　移動平均法による原価法を採用しております。
②　その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しておりま
す。

市場価格のない株式等
　移動平均法による原価法を採用しております。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法
　時価法を採用しております。

(3) 固定資産の減価償却の方法
①　賃貸資産

　主として賃貸期間を償却年数とし、賃貸期間終了時の処分見積価額を残存価額とする定額法を採用しており
ます。

②　社用資産
　主として定率法を採用しております。ただし、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産につい
ては、３年間均等償却によっております。
　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建　　　物　　　　　３～65年
器 具 備 品　　　　　３～15年

③　その他の無形固定資産
　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間
（５年）に基づく定額法を採用しております。

(4) 繰延資産の処理方法
　社債発行費は、支出時に全額費用として処理しております。

(5) 引当金の計上基準
①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権および破産
更生債権等については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
　破産更生債権等については、債権額から回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として
債権額から直接減額しております。
　なお、直接減額した金額は5,714百万円であります。

②　賞与引当金
　従業員の賞与の支給に備えるため、当期に負担すべき支給見込額を計上しております。

③　役員賞与引当金
　役員等に対して支給する賞与の支払いに備えるため、当期における支給見込額を計上しております。

④　債務保証損失引当金
　債務保証等に係る損失に備えるため、被保証者の財政状態等を勘案し、損失見込額を計上しております。

⑤　退職給付引当金
　従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき計上してお
ります。なお、当期末において、年金資産の合計額が退職給付債務から未認識数理計算上の差異を控除した金
額を超過しているため、当該超過額を前払年金費用（投資その他の資産）に計上しております。

　退職給付見込額の期間帰属方法
　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期末までの期間に帰属させる方法については、給付算
定式基準によっております。
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　数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法
　過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）によ
る定額法により費用処理しております。
　数理計算上の差異については、発生期の従業員の平均残存勤務期間（12～17年）による定額法により按
分した額を発生期の翌期から費用処理しております。

⑥　役員株式給付引当金
　役員等の株式の給付に備えるため、当期末における株式等の給付債務見込額を計上しております。

⑦　本社移転損失引当金
　本社移転に係る損失に備えるため、当期末における損失見込額を計上しております。

(6) 収益及び費用の計上基準
①　ファイナンス・リース取引に係る売上高および売上原価の計上基準

　リース料を収受すべき時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
②　オペレーティング・リース取引に係る売上高の計上基準

　リース契約期間に基づくリース契約上の収受すべき月当たりのリース料を基準として、その経過期間に対応
するリース料を計上しております。

③　割賦販売取引の割賦売上高および割賦原価の計上基準
　原則として、商品の引渡時にその契約高のうち元本相当額を割賦債権に計上し、支払期日の到来の都度金利
相当額を割賦売上高に計上しております。
　なお、販売型割賦契約については販売時に割賦売上高と対応する割賦原価の一括計上を行っております。ま
た、期間未到来の割賦未実現利益は、繰延処理しております。

④　金融費用の計上基準
　金融費用は、売上高に対応する金融費用とその他の金融費用を区分計上することとしております。
　その配分方法は、総資産を営業取引に基づく資産とその他の資産に区分し、その資産残高を基準として営業
資産に対応する金融費用は資金原価として売上原価に、その他の資産に対応する金融費用を営業外費用に計上
しております。
　なお、資金原価は、営業資産に係る金融費用からこれに対応する受取利息等を控除して計上しております。

(7) ヘッジ会計の方法
①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処
理を採用しております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…金利スワップ、金利通貨スワップ、借入金、社債
ヘッジ対象…借入金、社債、営業貸付金、有価証券

③　ヘッジ方針
　資産および負債から発生する金利リスクおよび為替変動リスクをヘッジし、安定した収益を確保するため
に、取締役会で定められた社内管理規程に基づき、デリバティブ取引を行っております。

④　ヘッジの有効性評価の方法
　ヘッジの開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動およびキャッ
シュ・フロー変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎として判断しております。

(8) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
①　営業貸付債権の計上方法

　営業目的の金融収益を得るために実行する貸付金、ファクタリング等を計上しております。
　なお、当該金融収益は売上高の「ファイナンス収益」に計上しております。

②　営業投資有価証券の計上方法
　営業目的の金融収益を得るために所有する有価証券を計上しております。
　なお、当該金融収益は売上高の「その他の売上高」に計上しております。

③　退職給付に係る会計処理
　退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結計算書類における会計処理の
方法と異なっております。
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賃 貸 資 産 24,095百万円
社 用 資 産 3,022百万円
合 計 27,118百万円

リ ー ス 投 資 資 産 1,718百万円
営 業 貸 付 金 6,557百万円
その他の営業貸付債権 1,500百万円
営 業 投 資 有 価 証 券 13,962百万円
賃 貸 資 産 17,068百万円
関 係 会 社 株 式 14百万円
合 計 40,821百万円

短 期 借 入 金 11,000百万円
債権流動化に伴う支払債務 2,677百万円
長 期 借 入 金 6,557百万円
債権流動化に伴う長期支払債務 9,297百万円
合 計 29,532百万円

営業活動に係る保証債務 20,627百万円
そ の 他 の 保 証 債 務 15,875百万円
合 計 36,503百万円

リース投資資産に係る預り手形 2百万円
割賦債権に係る預り手形 84百万円

預　　り　　手　　形 0百万円
その他のリース契約債権 30,950百万円
合 計 30,950百万円

２．会計上の見積りに関する注記
貸倒引当金の計上
①　当期の計算書類に計上した金額

貸倒引当金（流動・固定） 2,443百万円
②　会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

　①の金額の算出方法は、連結計算書類「連結注記表　２．会計上の見積りに関する注記　貸倒引当金の計
上」の内容と同一であるため、記載を省略しております。

３．貸借対照表等に関する注記
(1) 有形固定資産の減価償却累計額

(2) 担保に供している資産

(3) 担保提供資産に対応する債務

(4) 債権流動化に伴う支払債務および債権流動化に伴う長期支払債務
　債権流動化に伴う支払債務および債権流動化に伴う長期支払債務は、リース債権流動化等による資金調達額で
あります。
　なお、これに伴い譲渡したリース債権等の残高は115,621百万円であります。

(5) 保証債務

(6) 営業債権に係る預り手形

(7) 未経過リース期間に係るオペレーティング・リース契約債権
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リ ー ス 債 権 97,330百万円
リ ー ス 投 資 資 産 311,817百万円
割 賦 債 権 55,613百万円
営 業 貸 付 金 480,331百万円
その他の営業貸付債権 81,751百万円
未経過リース期間に係るオペレーティング・リース契約債権 21,243百万円
合 計 1,048,088百万円

短 期 金 銭 債 権 147,425百万円
長 期 金 銭 債 権 2,755百万円
短 期 金 銭 債 務 13,994百万円
長 期 金 銭 債 務 24百万円

売 上 高 10,470百万円
売 上 原 価 243百万円
営業取引以外の取引高 33,947百万円

支 払 利 息 24,221百万円
受 取 利 息 1百万円
差 引 計 24,220百万円

株式の種類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 2,763,080株 10株 283,600株 2,479,490株

繰延税金資産
貸 倒 引 当 金 超 過 額 1,614百万円
減 価 償 却 超 過 額 460百万円
有 価 証 券 評 価 損 10,143百万円
未 払 事 業 税 265百万円
そ の 他 8,037百万円
繰 延 税 金 資 産 小 計 20,521百万円
評 価 性 引 当 額 △9,182百万円
繰 延 税 金 資 産 合 計 11,338百万円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △7,997百万円
為 替 差 益 否 認 △655百万円
そ の 他 △272百万円
繰 延 税 金 負 債 合 計 △8,925百万円
繰延税金資産の純額 2,413百万円

(8) 一年を超えて入金期日の到来する営業債権等

(9) 関係会社に対する金銭債権および金銭債務（区分表示したものを除く）

４．損益計算書に関する注記
(1) 関係会社との取引高

(2) 資金原価の内訳

５．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の数に関する事項

(注)普通株式の自己株式の増加10株は、単元未満株式の買取りによるものであります。
また、普通株式の自己株式の減少283,600株は、当社の株式給付信託からの給付による減少であります。

６．税効果会計に関する注記
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳
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法定実効税率 30.6％
(調整)
住民税均等割額 0.1％
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.5％
受取配当等永久に益金に算入されない項目 △20.2％
評価性引当額の影響 10.2％
特定外国子会社留保所得 3.3％
税率変更による期末繰延税金資産の増額修正 △0.4％
その他 0.1％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 24.2％

種　類 会社等
の名称

議決権等
の所有

(被所有)
割合

関連当事者との
関　　　　　係 取引の内容 取引金額

(百万円) 科　　　目 期末残高
(百万円)

その他の
関係会社
の子会社

株 式 会 社
み ず ほ 銀 行 －

事 業 資 金 の 借 入
コ マ ー シ ャ ル ・
ペーパーの発行等

資金の借入（注）１ 5,279,383
短 期 借 入 金 217,832
一年内返済予定の長期借入金 89,986
長 期 借 入 金 95,612

利 息 の 支 払 5,798 未 払 費 用 63
コマーシャル・ペーパーの発行 719,300 コマーシャル・ペーパー 6,700
利 息 の 支 払 66 前 払 費 用 0

その他の
関係会社
の子会社

み ず ほ 信 託 銀 行
株 式 会 社 － 事業資金の借入等

資金の借入（注）１ 252,000
短 期 借 入 金 15,000
一年内返済予定の長期借入金 10,004
長 期 借 入 金 4,500

利 息 の 支 払 261 未 払 費 用 4

資金の借入（注）１ 98,800
債権流動化に伴う支払債務 12,688
債権流動化に伴う長期支払債務 40

利 息 の 支 払 93 未 払 費 用 －

その他の
関係会社
の子会社

み ず ほ 証 券
株 式 会 社

(被所有)
直接

0.50％

コマーシャル・
ペーパーの発行
社 債 の 発 行 等

コマーシャル・ペーパーの発行 289,600 コマーシャル・ペーパー 25,200
利 息 の 支 払 147 前 払 費 用 26

社 債 の 発 行 67,000 一年内償還予定の社債
社 債

72,200
407,000

利 息 の 支 払 3,077 未 払 費 用 800
その他の
関係会社
の子会社

等

J A P A N
SECURITIZATION
CORPORATION

－ 債 権 の 譲 渡 等
債 権 の 譲 渡 337,623 － －

利 息 の 受 取 0 未 収 収 益 －

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな
った主要な項目別の内訳

７．関連当事者との取引に関する注記
(1) その他の関係会社の子会社等

－ 31 －



2026/05/22 16:36:41 / 25323738_みずほリース株式会社_招集通知

個別注記表

種　類 会社等
の名称

議決権等
の所有

(被所有)
割合

関連当事者との
関　　　　　係 取引の内容 取引金額

(百万円) 科　　　目 期末残高
(百万円)

子会社 第 一 リ ー ス
株 式 会 社

(所有)
直接

90.03％

設 備 の 賃 貸 ・
事業資金の貸付等

資金の貸付（注）２ 287,600
関係会社短期貸付金 28,700
関係会社長期貸付金 25,175

利 息 の 受 取 469 未 収 収 益 24

子会社
み ず ほ オ ー ト
リ ー ス
株 式 会 社

(所有)
直接

100％
事業資金の貸付等

資金の貸付（注）２ 266,917
関係会社短期貸付金 14,430
関係会社長期貸付金 12,000

利 息 の 受 取 240 未 収 収 益 10

子会社
エ ム エ ル ・
エ ス テ ー ト
株 式 会 社

(所有)
直接

100％

事業資金の貸付等
資金の貸付（注）２ 9,631,800

関係会社短期貸付金 411,427
関係会社長期貸付金 549,814

利 息 の 受 取 8,954 未 収 収 益 473

債 権 の 買 取 等
債 権 の 買 取 － そ の 他 の

営 業 貸 付 債 権 34,633
利 息 の 受 取 490

配 当 の 受 入 受 取 配 当 金 4,782 － －

子会社 エ ム エ ル 商 事
株 式 会 社

(所有)
直接

100％
事業資金の貸付等

資金の貸付（注）２ 51,510
関係会社短期貸付金 5,250
関係会社長期貸付金 －

利 息 の 受 取 62 未 収 収 益 4

子会社
エムエル・パワー
株 式 会 社

(所有)
直接

100％
事業資金の貸付等

資金の貸付（注）２ 47,463
関係会社短期貸付金 24,160
関係会社長期貸付金 24,774

利 息 の 受 取 550 未 収 収 益 123

子会社 C y g n u s  L i n e 
S h i p p i n g  S . A .

(所有)
直接

100％
事業資金の貸付等

資金の貸付（注）２ 16,457
営 業 貸 付 金 36,131資 金 の 貸 付 に 伴 う

担 保 の 受 入 102,637

利 息 の 受 取 798 未 収 収 益 48

子会社
MIRAI POWER１号
合 同 会 社

(所有)
直接

100％
匿 名 組 合 出 資

匿 名 組 合 へ の 出 資
（ 注 ） ３ （ 注 ） ５ 1,900

そ の 他 の
関係会社有価証券 44,923匿名組合への出資の

償 還 1,442

投 資 収 益 （ 注 ） ４ 1,061

(2) 子会社等

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) １. 資金の借入については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。

２. 資金の貸付については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。
３. 当該匿名組合は、MIRAI POWER１号合同会社を営業者とする匿名組合であり、匿名組合契約書に基づき出資し

ております。
４. 当該収益は営業外収益の「その他」に計上しております。
５. 取引条件については、当社と関連を有しない他の当事者との取引と同様に決定しております。
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個別注記表

８．１株当たり情報に関する注記
(1) １株当たり純資産額 778円17銭
(2) １株当たり当期純利益 71円60銭
(注)当社の業績連動型株式報酬制度において株式給付信託として株式会社日本カストディ銀行が保有する当社株式

は、１株当たり純資産額の算定上、自己株式として当期末発行済株式総数から控除しております。なお、控除
した当該自己株式の当期末株式数は2,471,900株であります。
また、１株当たり当期純利益の算定上、自己株式として期中平均株式数から控除しております。なお、控除し
た当該自己株式の期中平均株式数は当期末において2,561,253株であります。

９．金額の表示単位
　記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

－ 33 －
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連結会計監査報告

独立監査人の監査報告書

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ
東　京　事　務　所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 墨 岡 俊 治
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 水　島　健太郎

2026年5月12日
みずほリース株式会社
　取　締　役　会　　御　中

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、みずほリース株式会社の2025年4月1日から2026年3月31
日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び
連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、み
ずほリース株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての
重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国にお
ける職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及
び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示するこ
とにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職
務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の
記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載
内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、
そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類に係る会計監査報告

－ 34 －
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連結会計監査報告

　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適
切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどう
か結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結
計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手し
た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び
査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている
場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を
行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上
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会計監査報告

独立監査人の監査報告書

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ
東　京　事　務　所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 墨 岡 俊 治
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 水　島　健太郎

2026年5月12日
みずほリース株式会社
　取　締　役　会　　御　中

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、みずほリース株式会社の2025年4月1日から2026年3
月31日までの第57期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記
表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該
計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示するこ
とにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職
務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、その
ような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類に係る会計監査報告
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会計監査報告

　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適
切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記
事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等
に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取
引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている
場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を
行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会監査報告

監　査　報　告　書
　当監査役会は、2025年4月1日から2026年3月31日までの第57期事業年度の取締役の職務の執行に関して、

各監査役が作成した監査報告書に基づき審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役および監査役会の監査の方法およびその内容

(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況および結果について報告を

受けるほか、取締役、執行役員および従業員等（以下、「取締役等」という。）および会計監査人（有限

責任監査法人トーマツ）からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役等

と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しま

した。

①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応

じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要な事業所において業務および財産の状況

を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役等および監査役等と意思疎通および情

報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②　取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務なら

びに当該株式会社およびその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして

会社法施行規則第100条第1項および第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容および当

該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）の構築・運用の状況について、取締役等から

定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を述べました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証するととも

に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、

会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各

号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通

知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告およびその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計

算書、株主資本等変動計算書および個別注記表）およびその附属明細書ならびに連結計算書類（連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書および連結注記表）について検討いたしました。

監査役会の監査報告
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2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め

ます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システム

に関する事業報告の記載内容および取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類およびその附属明細書の監査結果

　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法および結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法および結果は相当であると認めます。

み ず ほ リ ー ス 株 式 会 社 　 監 査 役 会
常勤監査役（社外監査役） 有 田 浩 士 ㊞
常勤監査役（社外監査役） 諏 訪 部 伸 吾 ㊞
常勤監査役 大 高 　 昇 ㊞
監　査　役（社外監査役） 天 野 秀 樹 ㊞
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